商品券取扱規定

１．加盟店は秋田銀行五城目支店で商品券の換金手続きを行う。

２．加盟店は換金手続きを行う際、「換金許可証」を提示のうえ、商品券及び「換金依頼書」を提出する。

３．支払われた商品券の額面が商品及びサービスの提供対価を上回るときは、加盟店から釣銭の支払いは生じないものとする。

[bookmark: _GoBack]４．本商品券は、タバコ及び換金性の高い商品（金券・プリペイドカード等）には利用できない。

５．加盟店は商品券の受け取りを拒むこと並びに商品券の交換、譲渡及び売買することを行ってはならない。

６．換金期間は発行日から令和８年６月３０日（月）までとする。
　
７．その他
本事項以外の事由が発生した場合は、町と協議のうえ対応する。

